
NEWS RELEASE 

 

令和７年 11月 27日 

各  位 

鹿児島相互信用金庫 

 

 
日本政策金融公庫との「危機事象発生における業務連携に関する覚書」の締結について 

 
 

 

 

鹿児島相互信用金庫（本店：鹿児島市、理事長：永倉 悦雄）は、株式会社日本政策金融公庫（以下、

「日本公庫という」）の鹿児島支店、鹿屋支店、川内支店と「危機事象発生における業務連携に関する覚書」

を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

                      記 

 

 

１.業務連携の背景・目的 

昨今、新型コロナウィルスの流行や大規模地震、サイバー攻撃など（以下、「危機事象」という）の発生が相

次いでいます。そのような中、事前に業務連携の方針を定めておくことで、危機事象の発生時においても、地域

の事業者に対し切れ目のない金融サービスの提供を可能にし、早期の事業者支援・災害復旧に貢献できる体制

を整備するものです。 

鹿児島県は、台風や豪雨など自然災害のリスクが想定される地域であり、地域の事業者に向けた危機発

生時のリスクや対策の情報提供を含め、相互の連携を円滑にすべく、鹿児島相互信用金庫と日本公庫の鹿

児島県内３支店（鹿児島支店、鹿屋支店、川内支店）は、業務連携に関する覚書の締結に至りました。 

 

２.業務連携の内容 

 日頃から危機事象の発生に備えた連携をするとともに、危機事象が発生した際は、資金繰り支援をはじめとす

る以下の事項を連携して行います。 

（１） 各々の金融支援機能を発揮した事業者への迅速な資金繰り支援 

（２） コンサルティング機能の発揮および必要な情報提供、並びに双方向の事業者紹介 

（３） 地域経済の復興・発展に向けた融資相談会の実施 

（４） 職員の緊急避難先として、相互の建物への避難 

（５） 被災した際の一時的な執務場所として、会議室などの施設の相互利用 

（６） その他危機事象発生時に必要となる連携 

 

３.締結日 

 令和 7年 11月 27日（木） 

 

以 上 

 

 

 

【本件に関するお問合せ先】 

鹿児島相互信用金庫 業務企画部 業務企画課（担当：森・知識） 

鹿児島市与次郎１丁目６番 30号 TEL：099-202-0094 E-mail：sosin_senryaku@kasosin.com 


